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	　上記の固定資産税について、猪苗代町税特別措置条例第3条から第6条までの規定による課税免除又は第7条の規定による不均一課税を受けたいので、関係書類を添えて申請します。

　　　　　　　年　　月　　日

	申請者
	住所又は所在地　　　　　　　　
氏名又は名称及び代表者氏名　　


	
	個人番号又は法人番号
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	(この申請に係る担当者の所属氏名)(　　　　　　　　　　　　　　)
電話　　　　　　　　　　　　　　　　

	　　福島県耶麻郡猪苗代町長


　添付書類
　　1　付表1　固定資産明細書
　　2　見取図(課税免除又は不均一課税の対象となる固定資産が明示されているもの)

付表1
固定資産明細書
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記載上の注意　1　「減価償却資産」とは、所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第6条第1号から第7号まで、又は法人税法施行令(昭和40年政令第97号)第13条第1号から第7号までに掲げる固定資産(建物及びその附属設備、構築物、機械及び装置、船舶、航空機、車両及び運搬具並びに工具、器具及び備品をいう。)のうち、事業の用に直接供されるものをいう。
　　　　　　　　2　「対象施設等」とは、東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律 （平成23年法律第29号）第10条の2第1項 の表の第1号、第10条の5第1項、第17条の2の2第1項の表の第1号、第17条の5第1項、第18条の4第1項、第25条の2の2第1項の表の第1号、第25条の5第1項又は第26条の4第1項の規定の適用を受ける施設又は設備をいう。
3　「※決定価格」欄は、記載しないこと。


